
ク
ー
ポ
ン
券
配
布
の
対
象
と
な

る
方

◎ 

令
和
5
年
７
月
1
日
時
点
で

三
好
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
登

録
さ
れ
て
い
る
方

◎ 

令
和
5
年
７
月
2
日
か
ら
10

月
１
日
ま
で
に
出
生
・
転
入
さ

れ
た
方

配
布
内
容

１
人
に
つ
き
５
０
０
０
円

（
５
０
０
円
券
×
10
枚
）

配
布
時
期

10
月
1
日
ま
で
を
目
途
に
、
ゆ

う
パ
ッ
ク
で
各
世
帯
へ
配
布
し

ま
す
。

利
用
期
限

10
月
1
日
～
12
月
31
日

ク
ー
ポ
ン
券
利
用
可
能
店

ク
ー
ポ
ン
券
配
布
時
に
登
録

店
一
覧
表
等
を
同
封
し
ま
す
。

ク
ー
ポ
ン
券
対
象
外
商
品

◎ 

有
価
証
券
、
ビ
ー
ル
券
、
図

書
カ
ー
ド
、
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー

ド
、
印
紙
、
切
手
な
ど
換
金
性

三
好
市

生
活
応
援
ク
ー
ポ
ン
券

長
引
く
コ
ロ
ナ
禍
に
加
え
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
食
料
品
価
格
等
の

影
響
を
受
け
た
生
活
者
を
緊
急
支
援
し
ま
す

の
高
い
も
の

◎ 
た
ば
こ

◎ 

税
金
、
振
込
手
数
料
、
電
気

料
金
、
水
道
料
金
な
ど
の
公
共

料
金

◎ 

土
地
・
家
屋
等
の
購
入
、
家

賃
、
地
代
、
駐
車
料
等
の
不
動

産◎ 

風
俗
営
業
等
の
規
制
お
よ
び

業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法

律
第
２
条
に
規
定
す
る
営
業
に

お
い
て
提
供
さ
れ
る
役
務

お
問
い
合
わ
せ
先

三
好
市
生
活
応
援
ク
ー
ポ
ン
券

事
務
局

（
株
式
会
社
日
本
旅
行 

徳
島
支
店

内
）

☎ 

０
８
８-

６
７
７-

７
１
７
０

F 

０
８
８-

６
２
２-

６
３
１
３

※
三
好
市
で
は
、
本
業
務
の
事

務
局
を
「
株
式
会
社
日
本
旅
行

徳
島
支
店
」
に
委
託
し
て
い
ま

す
。

三好市婚活支援事業

イベントを通して
  素敵な出会いを応援します

　独身男女の出会いの場となるイベントを開催する市内の団
体を支援します。また、上記イベントをきっかけに成婚した
カップルに結婚祝い金を交付します。

対象団体
三好市に事務所、店舗等の拠点を有する企業、NPO 法人
および団体等
対象イベント
文化・スポーツイベント、交流会、セミナーや、市外から
三好市への移住を希望する男女の交流等
助成内容
◎  1 イベントあたり、1 千円×参加者数を補助する
◎  同一団体への交付は同一年度内で 10 万円を限度とする
◎  イベントをきっかけに成婚し、三好市に 1 年以上定住した

場合、婚姻者に結婚祝い金、イベント主催者に成婚報奨金
をそれぞれ 5 万円支給する

※予算に達し次第、募集が終了となりますのでご注意ください。

お問い合わせ先
　マリッサとくしま（☎ 088-656-1002）
　三好市地方創生推進課（☎ 72-7607）

基礎疾患がある方は
新型コロナワクチンの
対象者です

令和５年春開始接種

基礎疾患基礎疾患があるがある方方はは
新型コロナワクチン新型コロナワクチンのの
対象者対象者ですです

　5 ～ 64 歳で基礎疾患のある方は、
接種券の発行に申請が必要です。接種
希望のある場合は、三好市健康づくり課
までご連絡ください。

※基礎疾患については、今までの接種
と同様です。基礎疾患があるかご不明
な方は、主治医にご相談いただくか、
三好市ホームページ（新型コロナワクチ
ンにおける基礎疾患について）にも掲
載しておりますのでご覧ください。

新型コロナウイルス情報

給
付
の
対
象
と
な
る
世
帯

◎ 

令
和
５
年
度
住
民
税
非
課
税

世
帯
（
世
帯
全
員
の
住
民
税
均

等
割
が
非
課
税
）

※
令
和
５
年
１
月
２
日
以
降
に

三
好
市
に
転
入
し
た
世
帯
は
申

請
が
必
要
で
す
。
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。 

◎ 

家
計
急
変
世
帯

令
和
５
年
１
月
か
ら
12
月
ま
で

に
収
入
が
減
少
し
、
住
民
税
非

課
税
相
当
に
な
っ
た
世
帯
は
申

請
が
必
要
で
す
。
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

給
付
ま
で
の
流
れ

1 

基
準
日
（
６
月
１
日
）
に
三

好
市
に
住
所
を
有
す
る
対
象
世

帯
に
は
確
認
書
が
届
き
ま
す
。

2 

確
認
書
と
必
要
書
類
を
返
送

し
て
く
だ
さ
い
。

3 
給
付
金（
３
万
円
／
１
世
帯
）

電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等

価
格
高
騰
重
点
支
援
給
付
金

価
格
高
騰
の
影
響
を
受
け
て

負
担
が
増
え
た
低
所
得
世
帯
を
支
援
し
ま
す

が
振
り
込
ま
れ
ま
す
。（
概
ね

１
か
月
程
度
）

申
請
期
限

11
月
30
日

お
問
い
合
わ
せ
先

三
好
市
重
点
支
援
給
付
金
コ
ー

ル
セ
ン
タ
ー

（
株
式
会
社
日
本
旅
行 

徳
島
支
店

内
）

☎
０
８
８-

６
１
２-

７
７
７
８

平
日  

9
時
～
17
時

※
三
好
市
で
は
、
本
業
務
の
事

務
局
を
「
株
式
会
社
日
本
旅
行

徳
島
支
店
」
に
委
託
し
て
い
ま

す
。

三
好
市
生
活
応
援
ク
ー
ポ
ン
券
の

取
扱
店
の
募
集
を
行
い
ま
す
。
三

好
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
取
扱
店

募
集
要
項
」
を
ご
確
認
し
、
同
意

の
う
え
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

登
録
申
請
方
法

◎
「
取
扱
店
申
込
書
」
を
受
付
窓

口
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

※
三
好
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
、
ま
た
は
受
付
窓
口

に
備
え
て
い
ま
す
。

◎
「
普
通
預
金
も
し
く
は
当
座
預

金
の
口
座
名
義
人
、
口
座
番
号
の

分
か
る
預
金
通
帳
な
ど
の
書
類
」

が
必
要
で
す
。

◎ 

登
録
手
数
料
無
料

受
付
窓
口

● 

阿
波
池
田
商
工
会
議
所

（
☎
７
２-

０
１
４
３
）　

● 

三
好
市
商
工
会

山
城
本
所
（
☎
８
６-

１
０
５
９
）

三
野
支
所
（
☎
７
７-

２
２
３
８
）

東
祖
谷
支
所
（
☎
８
８-

２
１
７
０
）

三
好
市
生
活
応
援

ク
ー
ポ
ン
券
取
扱
店

取
扱
店
を

募
集

三好市
ホームページ 

申込受付
7/12〜8/10
第 1次試験
9/17日

採
用
職
種
等

一
般
事
務
、
一
般
事
務
（
障
害
者

枠
）、
建
築
、
薬
剤
師
、
作
業
療

法
士
、
調
理
員
、
保
健
師
、
歯
科

衛
生
士

詳
し
く
は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま

た
は
試
験
案
内
に
て
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

試
験
案
内
・
試
験
申
込
書

三
好
市
役
所
3
階 

秘
書
人
事
課

と
各
支
所
で
配
布
し
ま
す
。

郵
送
請
求
、
ま
た
は
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
ま
す
。

申
込
方
法

持
参
、
郵
送
、
電
子
申
請
に
よ
る

申
込
受
付
期
間

７
月
12
日 

水 

～
８
月
10
日 

木　

８
時
30
分
～
17
時
15
分　

持
参
は
平
日
の
み
受
付

郵
送
は
8
月
10
日
ま
で
の
消
印
有

効

第
１
次
試
験　

９
月
17
日 

日

場
所　
三
好
市
保
健
セ
ン
タ
ー

内
容　
教
養
試
験
・
適
性
検
査

　
　
　
な
ど

第
２
次
試
験　

10
月
14
日 

土
・
15
日 

日

場
所　
三
好
市
役
所

内
容　
個
別
面
接

お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

〒
７
７
８-

８
５
０
１

池
田
町
シ
ン
マ
チ
１
５
０
０-

２

三
好
市 

秘
書
人
事
課

（
☎
７
２-

７
６
２
４
）

職
員
採
用
試
験

令
和
6
年
4
月
1
日
採
用

三
好
市

職
員
採
用
試
験

職
員
採
用
試
験

お問い合わせ先
　　　三好市健康づくり課
　　　　　（☎️ 72-6767 ）

9　市報 みよし 2023.7　8



情
報
公
開
等
の
実
施
状
況

２０２２
年度

　
市
政
に
関
す
る
情
報
公
開
制
度
や
、
自
己
に
関
す
る
個
人
情
報
の
開
示

等
（
個
人
情
報
保
護
制
度
）
の
運
用
状
況
を
公
表
す
る
こ
と
が
条
例
に

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
三
好
市
で
は
、
こ
れ
ら
の
制
度
を
適
正
に
運
用
し
、

市
政
へ
の
市
民
参
加
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
個
人
の
権
利
利
益
の
保
護

を
図
り
、
公
正
で
民
主
的
な
市
政
運
営
を
め
ざ
し
ま
す
。

公
開
請
求
の
件
数
　
６
件

公
開
請
求
に
対
す
る
決
定
件
数
　
部
分
公
開
３
件
、
非
公
開
３
件

審
査
請
求
の
件
数
　
１
件

開
示
請
求
の
件
数
　
４
件

開
示
請
求
に
対
す
る
決
定
件
数
　
開
示
４
件

目
的
外
利
用
お
よ
び
外
部
提
供
の
件
数
　
11
件

審
査
請
求
の
件
数
　
該
当
な
し

　市内に設置された防災行政無線の屋外スピーカーから流れる放送が、家の
中でも聞くことができる受信機です。災害時の避難情報をはじめ、国民保護
情報、市からの行政情報等が放送されます。

音声告知端末およびＩＰ電話の設置がないご家庭については、戸別受信機設置のみを行います。
市合併以前に設置された戸別受信機があるご家庭については、撤去します。

三好市内に住所のある世帯および法人
（一世帯および一法人につき一台）

　三好市では、現在、防災行政無線のデジタル化に向けた整備を実施しています。
  それに伴い、今後、市民の皆さまへ確実に情報伝達を行うために必要となる戸別受信機の設置作業（一部地域は撤去作業　　　　　を含む）、ならびに製造中止のため、サービスが終了する音声告知端末・ＩＰ電話の撤去作業を行います。

三好市防災行政無線

戸別受信機戸別受信機のの設置     設置     およびおよび音声告知端末・ＩＰ電話音声告知端末・ＩＰ電話をを撤去撤去しますします

　通常、戸別受信機を自宅等に設置することで放送を受信できますが、電波
の感度がよくない場合には　以下の方法（パターン①～③）から設置を行い
ます。どの方法で設置するかは、各ご家庭へ作業員がお伺いした際、電波状
況を確認したうえで提示します。　

　「株式会社 四電工」協力業者が、各ご家庭（法人の場合は事業所）に訪
問または電話にて作業日のご相談をしますのでご協力をよろしくお願いし
ます。
　なお、訪問した際に不在だった場合は、お知らせ票を投函します。
　作業日が決定したご家庭より順次、戸別受信機の設置および音声告知端
末・ＩＰ電話の撤去作業を行っていきます。

　「株式会社 四電工」協力業者の作業員が作業を行います。
　作業の際は敷地内へ立ち入らせていただきますので、ご面倒をおかけし
ますがお立ち会いをお願いします。 
　なお、各ご家庭には、本工事の名札（身分証）を携行した作業員がお伺
いし、機器取付・撤去、配線等の作業全てを無償で行います。
　作業員が金銭を請求することは一切ありません。詐欺等に注意し、おか
しいと感じることがありましたら危機管理課までご連絡ください。

８８月より順次お伺いします

戸別受信機とは？

設置までの流れは？

作業を行う事業者は？

地区ごとの訪問予定時期

設置・撤去作業は？

戸別受信機の設置方法

戸別受信機設置対象
および設置数

1

7

6

5

2

3

4

サービスに関するお問い合わせ先
　戸別受信機に関すること　 三好市 危機管理課　☎ 72-7625
　音声告知端末・ＩＰ電話に関すること　三好市 デジタル推進課　☎ 72-7641

工事に関するお問い合わせ先
　施工会社　 株式会社 四電工 三好現場事務所　☎ 0883-70-0361

お問い合せ先

池田地区 令和 5 年 8 月～令和 6 年 6 月 西祖谷地区 令和 5 年 8 月～ 12 月
東祖谷地区 令和 5 年 8 月～ 12 月 山城地区 令和 5 年 10 月～令和 6 年 3 月　　
井川地区 令和 6 年 1 月～ 5 月 三野地区 令和 6 年 3 月～ 6 月

※予備期間　令和 6 年 7 ～ 8 月　　　　※作業の進捗状況により変更となる場合があります。

ONU

情
報
公
開
制
度

個
人
情
報
保
護
制
度

お
問
い
合
わ
せ
先

三
好
市
総
務
課
（
☎
７
２
７
６
０
０
）
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現
在
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
さ
れ
て
い
る

方
に
は
、
有
効
期
限
が
令
和
5
年
７
月
31
日
と
な
っ
て

い
る
緑
色
の
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
を
、
１
人

に
１
枚
お
渡
し
し
て
い
ま
す
。

　
７
月
中
に
保
険
医
務
課
か
ら
、「
有
効
期
限 

令
和
6

年
7
月
31
日
」
と
記
載
さ
れ
た
新
し
い
被
保
険
者
証

(

オ
レ
ン
ジ
色)

を
お
届
け
し
ま
す
。

　
8
月
1
日
以
降
は
、
古
い
被
保
険
者
証
（
緑
色
）
は

使
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
受
診
の
際
は
必
ず
有
効
期
限

を
確
認
し
、
お
間
違
え
の
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
令
和
5
年
８
月
１
日
か
ら
令
和
6
年
7
月
31
日
ま
で

の
一
部
負
担
金
の
割
合（
１
割
、2
割
ま
た
は
３
割
）は
、

令
和
4
年
中
の
所
得
に
基
づ
き
、
判
定
し
ま
す
。

後期高齢者医療被保険者証
有効期限　令和 6 年 7 月31日
交付年月日　令和 　年　月　日

被保険者証番号
　 住　　 所
　 氏　　 名
　 生 年 月 日
資格取得年月日
交 付 年 月 日
一部負担金の
割合

保 険 者 番 号
並 び に 保 険
者 の 名 称 及
び 印

被
保
険
者

徳島県
後期高齢者医療広域連合 印

　
現
在
お
持
ち
の
「
後
期
高
齢
者
医

療
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
」(

以
下
、減
額
認
定
証)

は
、

有
効
期
限
が
令
和
5
年
７
月
31
日
で

す
。
令
和
4
年
度
の
減
額
認
定
証
を

お
持
ち
の
方
で
令
和
5
年
度
住
民
税

非
課
税
世
帯
の
方
に
は
、
７
月
末
ま

　
令
和
5
年
度
の
保
険
料
が
年
金

か
ら
差
し
引
か
れ
て
い
る
方
は
、

４
月
分
か
ら
８
月
分
ま
で
は
、
仮

徴
収
と
し
て
納
付
す
る
こ
と
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
保
険
料
の
算
定
基
礎
と
な
る
前

年
の
所
得
が
確
定
後
、
年
額
保
険

料
と
お
支
払
い
方
法
の
お
知
ら
せ

を
お
送
り
し
ま
す
。

　
ま
た
、
年
金
か
ら
の
差
引
き
で

は
な
く
、
納
付
書
ま
た
は
口
座
振

替
に
よ
り
保
険
料
を
納
付
す
る
方

に
も
、
年
額
保
険
料
の
お
知
ら
せ

と
納
付
書
を
お
送
り
し
ま
す
。

令
和
5
年
度 

保
険
料
決
定
通
知
書
を

８
月
初
旬
に

送
付
し
ま
す

で
に
保
険
証
と
は
別
に
８
月
１
日
以

降
に
使
用
可
能
な
減
額
認
定
証
を
お

届
け
し
ま
す
。
更
新
申
請
書
の
提
出

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

  

減
額
認
定
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る

適
用
区
分
が
「
区
分
Ⅱ
」
の
方
で
、

90
日
を
超
え
る
入
院
（
過
去
12
か
月
）

　
現
在
お
持
ち
の「
後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適
用
認
定
証
」（
以

下
、限
度
額
認
定
証
）は
、有
効
期
限
が
令
和
5
年
７
月
31
日
で
す
。

　
令
和
4
年
度
の
限
度
額
認
定
証
を
お
持
ち
の
方
で
、
令
和
5
年

度
も
所
得
区
分
が
３
割
負
担
の
「
区
分
Ⅰ
・
Ⅱ
」
に
該
当
さ
れ
る

方
に
は
、
７
月
末
ま
で
に
保
険
証
と
は
別
に
、
８
月
１
日
以
降
に

使
用
可
能
な
限
度
額
認
定
証
を
お
届
け
し
ま
す
。
更
新
申
請
書
の

提
出
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

８
月
は
保
険
証
の
更
新
月

お
問
い
合
わ
せ
先

三
好
市
保
険
医
務
課

（
☎
７
２-

７
６
１
３
）

後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

（
薄
い
紫
色
）
を
お
持
ち
の
方
へ

後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適
用
認
定
証　

（
灰
色
）
を
お
持
ち
の
方
へ

新しい被保険者証の有効期限

令和 6 年 7 月 31 日

一部負担金の割合の判定方法
1 割負担となる方

世帯構成 被保険者が 1 人の場合 被保険者が 2 人以上の場合

判定① 住民税課税所得が 28 万円未満 住民税課税所得が 28 万円未満

判定②
住民税課税所得が 28 万円以上かつ

「年金収入 + その他合計所得金額が
200 万円未満」

住民税課税所得が 28 万円以上かつ
「年金収入 + その他合計所得金額が
320 万円未満」

2 割負担となる方

世帯構成 被保険者が 1 人の場合 被保険者が 2 人以上の場合

判定
住民税課税所得が 28 万円以上 145 万円未
満かつ「年金収入 + その他合計所得金額が
200 万円以上」

住民税課税所得が 28 万円以上 145 万円未
満かつ「年金収入 + その他合計所得金額が
320 万円以上」

3 割負担となる方

世帯構成 被保険者が 1 人の場合 被保険者が 2 人以上の場合

判定 住民税課税所得が 145 万円以上で年収が
383 万円以上

住民税課税所得が 145 万円以上で年収の合
計が 520 万円以上

補足①
住民税課税所得が 145 万円以上で年収が
383 万円未満の場合は 1 割または 2 割（要
申請）

住民税課税所得が 145 万円以上で年収の合
計が 520 万円未満の場合は 1 割または 2 割

（要申請）

補足②

70 歳以上 75 歳未満の方（後期高齢者医療
制度の被保険者以外）がいる場合、その方々
との総収入の合計額が 520 万円未満の場合
は 1 割または 2 割（要申請）

を
さ
れ
た
方
は
、
申
請
に
よ
り
入
院

時
の
食
事
代
が
さ
ら
に
減
額
さ
れ
ま

す
。

※
申
請
が
遅
れ
た
場
合
、
減
額
さ
れ

る
期
間
が
少
な
く
な
り
ま
す
の
で
、

該
当
に
な
る
方
は
速
や
か
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

 軽減判定所得の変更 軽減判定所得の変更
５割・２割軽減対象世帯の軽減判定所得が引き上げられます。
世帯の所得金額が次の場合は、軽減対象となります。

※ 1  一定の公的年金等支給を受ける方と給与所得者
※ 2  同じ世帯の中で国民健康保険から後期高齢者医療に移行した方を含む

課税限度額の変更
国民健康保険税の世帯当たりの課税限度額（上限額）が以下のとおり引き
上げられます。

国民健康保険税の制度が国民健康保険税の制度が
一部変わります一部変わります

軽減割合 変 更 前 変 更 後

7 割軽減
43 万円＋ 10 万円×

（年金・給与所得者（※ 1）
の数ー1）以下　

変更なし

5 割軽減の拡大

43 万円＋ 10 万円×
（年金・給与所得者（※ 1）
の数ー1）＋ 28 万５千円
×被保険者数（※ 2）以下

43 万円＋ 10 万円×
（年金・給与所得者（※ 1）
の数ー1）＋ 29 万円×
被保険者数（※ 2）以下

2 割軽減の拡大

43 万円＋ 10 万円×
（年金・給与所得者（※ 1）
の数ー1）＋ 52 万円×
被保険者数（※ 2）以下

43 万円＋ 10 万円×
（年金・給与所得者（※ 1）
の数 ー1）＋ 53 万５千円
×被保険者数（※ 2）以下

区　　分 変 更 前 変 更 後
医療分 65 万円 65 万円 ( 変更なし )

後期高齢者支援金分 20 万円 22 万円
介護分 17 万円 17 万円 ( 変更なし )

1

2

お問い合わせ先  
三好市税務課

（☎ 72-7615）

- 後期高齢者医療保険者証が更新されます -

現況届・所得状況届の提出について現況届・所得状況届の提出について
児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給されている方

現況届・所得状況届の提出について現況届・所得状況届の提出について
　この届出は、引き続き各手当を受給する要件を満たしているかど
うかを判断するものです。必ず提出してください。
　提出期間　8 月 1 日～ 8 月 14 日
　提出場所　三好市子育て支援課または各支所

　毎年 8 月に現況届を提出する必要があります。提出がないと 8 月
以降の手当てが受けられなくなります。
　必要な書類は、お送りする「現況届について」のお知らせをご確
認のうえ、受給者本人が必ず提出してください（代理不可）。

お問い合わせ先　三好市子育て支援課（☎️ 72-7648）
　　
　毎年所得の状況を届ける必要があります。必要書類については、
後日ご案内します。

お問い合わせ先　三好市子育て支援課（☎️ 72-7666）

児童扶養手当を受給されている方（支給停止を含む）

特別児童扶養手当を受給されている方

" "
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年
額
を
8
回
（
7
月
か
ら
翌
年
2

月
ま
で
）
の
納
期
に
分
け
て
、
納

付
書
ま
た
は
口
座
振
替
で
納
め
ま

す
。

※
口
座
振
替
は
別
途
金
融
機
関
で
の

手
続
き
が
必
要
で
す
。

段　階 対　象　者 1か月当たり
保険料

保険料の調整額
保険料（年額）

第1段階
生活保護受給者、世帯全員が住民税非課税で老
齢福祉年金受給者または前年の合計所得金額と
課税年金収入額の合計額が80万円以下の方

1,860円
基準額× 0.3

22,320円

第2段階
世帯全員が住民税非課税で第１段階以外の方で、
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額
が80万円超 120万円以下の方

3,100円
基準額× 0.5

37,200円

第3段階 世帯全員が住民税非課税で上記以外の方 4,340円
基準額× 0.7
52,080円

第4段階
世帯の誰かが住民税課税になっているが、本人
非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額
の合計額が80万円以下

5,580円
基準額× 0.9

66,960円

第5段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人
非課税で上記以外の方 6,200円

基準額
74,400円

第6段階 住民税本人課税で、合計所得金額が 120万円未
満の方 7,440円

基準額× 1.2
89,280円

第7段階 住民税本人課税で、合計所得金額が 120万円以
上 210万円未満の方 8,060円

基準額× 1.3
96,720円

第8段階 住民税本人課税で、合計所得金額が 210万円以
上 320万円未満の方 9,300円

基準額× 1.5
111,600円

第9段階 住民税本人課税で、合計所得金額が 320万円以
上の方 10,540円

基準額× 1.7
126,480円

介
護
保
険
料
額
を
７
月
に
通
知
し
ま
す

介
護
保
険
料
は
本
人
・
世
帯
の
住
民
税
課
税
状
況
と
本
人
の
前
年
所
得
な
ど
を

も
と
に
段
階
別
に
計
算
し
ま
す
。

介
護
保
険
料
の
納
め
方
は
２
種
類

普
通
徴
収
と
特
別
徴
収　

原
則
、
国
民
・
厚
生
・
共
済
な
ど

の
老
齢
・
退
職
を
支
給
事
由
と
す
る

年
金
お
よ
び
遺
族
年
金
・
障
害
年
金

を
年
間
18
万
円
以
上
受
給
さ
れ
て
い

る
方
が
特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）

に
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
年
度
途
中
で
65
歳
に

な
っ
た
方
、
ま
た
は
他
の
市
町
村
か

ら
転
入
さ
れ
た
方
、
所
得
の
判
明
や

更
正
に
よ
り
介
護
保
険
料
が
減
額
・

増
額
さ
れ
た
方
な
ど
は
普
通
徴
収
に

な
り
ま
す
。

年
6
回
（
偶
数
月
）
の
年
金
か
ら

天
引
き
さ
れ
ま
す
。

普
通

徴
収

特
別

徴
収

お
問
い
合
わ
せ
先 

み
よ
し
広
域
連
合
介
護
保
険
セ
ン
タ
ー （
☎
７
６-

０
０
３
０
）

令和５年度

8月　マイナポイント申込サポート8月　マイナポイント申込サポート　　予約不要予約不要

各支所で 各支所で ！！  マイナポイントマイナポイント
出張申込サポートします出張申込サポートします

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

山城支所	山城支所	 8/1・8/15 13:30 〜 16:30
三野支所	三野支所	 8/2・8/16 13:30 〜 16:30
西祖谷支所	西祖谷支所	 8/3・8/17 10:00 〜 12:00
東祖谷支所	東祖谷支所	 8/3・8/17 13:30 〜 15:30
井川支所	井川支所	 8/4・8/18 13:30 〜 16:30 

※市民課では、平日 9:00 〜 16:40（12:00 〜
13:00 を除く）に申込サポートを行っています。

　マイナポイント第２弾の申込期限が 9 月末と迫って
きています。期限間近の８月後半～９月の期間には、
カードの受け取りのご予約が多くなり、期限までに受
け取れなくなることが予想されます。
　カードの受け取りは期間にゆとりを持って、お早め
に手続きをしてください。既に郵送している『交付の
お知らせ』のご確認をお願いします。

市民課で交付の場合市民課で交付の場合
カードを直接受け取りカードを直接受け取り

　各支所で交付お手続きの場合は、カードを後日　各支所で交付お手続きの場合は、カードを後日
郵送します。事前予約は不要です。郵送します。事前予約は不要です。

受け取りのご
予約は

お早めにどう
ぞ！

お問い合わせ先 　三好市市民課（☎️ 72-7609）　

事前予約が
必要です！

マイナンバーカードをマイナンバーカードを
受け取っていますか？受け取っていますか？

2023 年 6 月 1 日 付 で、
向井ひろみさん（東祖谷
下瀬）が任命（新任）さ
れました。
三好市教育委員会は、教
育長と 5人の教育委員に
より構成されています。

三好市
教育委員

　

農
地
の
遊
休
荒
廃
化
の
防
止
、
自

給
率
の
向
上
お
よ
び
地
産
地
消
の
推
進

を
図
る
た
め
、
予
算
の
範
囲
内
で
、「
や

つ
ま
た
」「
そ
ば
」「
こ
ん
に
ゃ
く
芋
」

の
奨
励
金
を
交
付
し
ま
す
。

奨
励
金
額

や
つ
ま
た
・
そ
ば	

耕
作
面
積
１
ア
ー
ル
あ
た
り

　

１
５
０
０
円

こ
ん
に
ゃ
く
芋

出
荷
数
量
１
キ
ロ
グ
ラ
ム
あ
た
り

　

２
５
０
円

支
給
対
象

① 

三
好
市
に
居
住
し
て
い
る
こ
と

② 

市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

③ 

奨
励
作
物
が
市
内
の
水
田
・
畑
で

作
付
け
、
生
産
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と

④ 

経
営
所
得
安
定
対
策
交
付
金
（
国

の
事
業
）
を
申
請
し
て
い
な
い
こ
と

⑤ 

生
産
す
る
、
や
つ
ま
た
、
そ
ば
は
市

職
員
の
作
付
け
状
況
（
開
花
等
）

の
現
地
確
認
を
受
け
る
こ
と

三
好
市
特
産
物
生
産
奨
励
金
制
度
を
活
用
し
て

特
産
物
を
作
っ
て
み
ま
せ
ん
か

⑥ 

生
産
さ
れ
た
こ
ん
に
ゃ
く
芋
は
市
内

の
農
協
、
特
産
物
販
売
業
者
な
ど

へ
出
荷
す
る
こ
と

申
請
書
類

　

交
付
申
請
書
、
荷
受
先
の
出
荷
伝

票
の
写
し
（
こ
ん
に
ゃ
く
芋
）

申
請
方
法

　

必
要
書
類
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、

ご
記
入
し
て
添
付
書
類
と
と
も
に
ご

提
出
く
だ
さ
い
。

申
請
期
限

や
つ
ま
た	

８
月
23
日

そ
ば	

９
月
20
日

こ
ん
に
ゃ
く
芋	

12
月
20
日

申
請
・
お
問
い
合
わ
せ
先

三
好
市
農
林
政
策
課

（
☎
７
２-

７
６
１
７
）
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